
最高裁秘書第400号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 』

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030874号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）令和3年1月分審査・建議勧告事件月報

（2）令和3年2月分審査・建議勧告事件月報

（3）令和3年3月分審査・建議勧告事件月報

（4）令和3年4月分審査・建議勧告事件月報

（5）令和3年5月分審査・建議勧告事件月報

月7日受付のもの） （片面で1枚）

（6）令和3年5月分審査・建議勧告事件月報

月8日受付のもの） （片面で1枚）

（7）令和3年6月分審査・建議勧告事件月報

（8）令和3年7月分審査・建議勧告事件月報

（9）令和3年8月分審査・建議勧告事件月報

⑩令和3年9月分審査・建議勧告事件月報

大阪地裁管内集計（片面で1枚）

大阪地裁管内集計（片面で1枚）

大阪地裁管内集計（片面で1枚）

大阪地裁管内集計（片面で1枚）

大阪地裁管内集計（令和3年6

大阪地裁管内集計（令和3年7

大阪地裁管内集計（片面で1枚）

大阪地裁管内集計（片面で1枚）

大阪地裁管内集計（片面で1枚）

大阪地裁管内集計（片面で1枚）
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１０ 審査・建議勧告事件月報 大阪地裁管内集計（片面で1

審査・建議勧告事件月報 大阪地裁管内集計（片面で1

審査 建議勧告事件月報 大阪地裁管内集計（片面で1●

枚）

開示の実施方法2

写しの送付

担当課 秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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審査・建議勧告事件月報

令和 3 年 1 月分 地裁管内
検察審査会

第1表 (集計表） 大阪

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

'2‐

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合
計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

合

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 25 12 12 37 9 1 10 27

1月からの累計 12 12 9 1 10

備

考

ン

■ 『



審査・建議勧告事件月報

令和 3 年 2 － 月分第1表 地裁管内
検察審査会

(集計表） 大阪

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する6

、

11-ー

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
‐
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送
合
計

未
済
．
人
員

第 2 段階の審‘査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他け。

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 27 11 11 38 9 9 29．

1月からの累計 ､23 23 18 1 19
●
■

備
考
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(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

大阪地裁管内
集計表

令和 3 年 3 月分第1表

(注） 職権審査事件については， 「受理人員jの「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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（2

処
理
区
分

受 理 人 員
グ ー

日

受

Ｉ

新 受

申
立
て

職
権
移
送
計

合
計

既 済 人 員

起
斫
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
、
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

《
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
畿
勧
告
件
数

当月
29
24

24 53 8 8 45

1月からの累計 47
47 26 1 27

備

考

一
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(別紙様式第1）
一一

審査･建議勧告事件月報

大阪地裁管内
集計表

令和 3 年 4 月分第1表

(注) 職権審査事件については， 「受理人員」の｢旧受」及び「合計］ ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

～
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(ユ

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職

権・

移
送 計

合

計

既 済 人 員

起
訴
相
・
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
§
相
当

審
査
打
切
り

申
・
立
却
下

移
送
合
計

未
済
人
員

第 2 段階の審・査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ

の

他

審

査・

中

建
議
勧
告
件
数

当月
45
25

25 70 22 22 48

1月からの累計 72
一

72 48 1 49
（

備

考



(別紙様式第1）

－

審査･建議勧告事件月報
第1表 令和 3 年 5 月分 大阪地裁管内

集計表

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員J並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

l ●

プ】

'2－

処
理
区
分

受 理 人 員
■

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

､合

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
斫
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
48

6．
6 54 22 22 32

1月からの累計 78.
78 70 1 71

備

考
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(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

大阪地裁管内
集計表

第1表 令和 3 年 5 月分

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員｣の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員｣並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

､

診繍ノ

(2

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合
計

既・ 済 人 員

起
訴
相
当

ｅ不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

合一

計

一

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
48

7
7 55 22 22 33

1月からの累計 79
79 70 1 71

備
考

■
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(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 3 年 6 月分 大阪地裁管内
集計表

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

、馨鍾〆
'2‐

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合
計

既 ・済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送
合
計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ

の

〆

他

審・

査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
33

3

４
－

3 36 1 13 14 22

1月･からの累計 82
82 1 83 1 85

備

考

屯 今



(別紙様式第1）

審査･建議勧告事件月報

大阪地裁管内
集計表

令和 3 年 7 月分第1表

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに.｢未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

(z-

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申 ．

立
て

職
権
移
送 計

合

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
．
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

合

計

未
済
人
員

第 2 段階の 審査

審
査
開
始

起
訴

議
決

起に

訴至

ら
ず
議
決

そ

の

他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
22.
31

○
一
■
ロ
■
《
。
。

32

(1)

54

(1)

1 11 12 42

(1)

1月からの累計 113‐ 1
114

(1)

､1 1 94 1 97

備

考
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(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

大阪地裁管内
集計表

令和 3 年 8 月分第1表

(最刑一）

(注） 職権審査事件についてはb 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」 .の各箇所に(）を付し，内数として計上する。

受繍

IZ

処
理
区
分

受 理 人‘ 貝

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合

計

既・ 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
・
り

申
立
却
下

移
送

今
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

起に
●

至
ら
ず

訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
42

(1)

79 1
80

(1)

122

(2)

5

(1)

1 6

(1)

116

(1)
今
ａ

1月からの累計 192 2
194

(2)

1 1 99

(1)

1 1 103

(1)

備．

考 －つ
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(別紙様式第1）

審査･建議勧告事件月報

大阪地裁管内
ヂ

ヌ集計表
令和 3 年 9 月分第1表

(最刑一）

(注） 職権審査事件については； 「受理人員」の「旧受」及び「合計止 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

蕊驍
｜

(聖

処
理
区
分

受 理 、人 員

日

受

Ｉ

新 受

･申』
立
て

職
権
移
送 計

△
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送
合
計

未

済
人
員

第 2 段階 の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審

査

中

建
議
勧
告
件
数

当月
116

(1)
11 1

12

(1)

128

(2)

1

(1)

19 ．

(1)

1
C G

１
．
Ｊ

２
⑫

107

1月からの累計 203 3
206

(3)

1 2

(1)

118

(2)

1 ． 2 124
七 ■■

(3)

備

考
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(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

大阪地裁管内
集計表

令和 3 年 10 月分第1表

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

(2‐

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

１

新 受

申
立
て

職
権

移：
送
計

合
計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
・
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

、

建
議
勧
告
件
数

当月
107

15
15 122 1 13 ’1 15 107

1月からの累計 218 3
221

(3)

1 3

(1)

131

(2)

1 3
。
。

139

(3)

備
考
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(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

大阪地裁管内
．‐集計表

令和 3 年 11 月分第1表

(注) 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（)を付し，内数として計上する．

ー

1つ一

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

一

不
起
訴
相
当

審
査

打
切

.り

申
立
却
下

移
送

･合

計

未
済
人

・ 員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

起に

至
〉
ら
ず

・
訴
議
決

0

４
。
そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
107

12
12 119 1 3 4 115

1月からの累計 230 3
233

(3)

1 4

(1)

134

(2)

1 3 143

(3)
q 凸

備

考
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(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

大阪地裁管内
集計表

令和 3 年 12 月分第1表

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計｣ ; 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数と．して計上する。

鬘珍

I少

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
・
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

合
計

未
済
人
員

第 2 段階の 審査

審
査
開
始

起
訴
識
決

に
一
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
115
38

38 153 86 2 88 65

1月からの累計 268 3
271

(3)

1 4

(1)

220

(2)

1 5 231

(3)

備
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